
 

教育委員会３月臨時会 会議録 

 

 

  １ 開催日時    令和７年 ３月 24日（月） 午後３時30分から午後４時15分まで 

 

  ２ 場  所    教育委員会室 

 

  ３ 出席委員    教  育  長   丸 山  陽 一 

            同職務代理者   近 藤    守 

            委    員   鷲 澤  幸 一 

            委    員   山 口  美 和 

            委    員   田 中  亜希子 

 

  ４ 説明のために会議に出席した者 

            教 育 次 長   前 島    卓 

            教 育 次 長   唐 木  英 俊 

            教育次長副任兼 

            総 務 課 長 

            学校教育課長   佐久間  清 也 

保健給食課長   山 口  恭 司 

            家庭・地域学びの課長   藤 原  慶 治 

            学 校 支 援 官   酒 井  好 和 

総務課長補佐   穂 川  さゆり 

             

 

  ５ 書  記    総 務 課 

庶務担当係長 
児 島  真 季 

  

北 島  克 彦 
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 丸山教育長が開会を宣した。 

 

＜教育長あいさつ＞ 

 学校においては卒業式も無事に終わり、子どもたちは新年度に向けて夢や希望を持って、次

のステップへ進学や進級していくこととなる。そのような中、先週18日の火曜日に、清野小学

校の卒業式と閉校式が行われ、最後の卒業生を送り出し、本年３月31日をもって閉校するとい

う宣言を行ってきた。今日まで紡いできた138年の歴史を閉じることとなるが、長きにわたり

清野小学校の活動に御尽力いただいたすべての皆様に心から敬意を表し、感謝申し上げる次第

である。新たな学び舎として松代小学校に通うこととなるが、児童のサポートを新年度は特に

しっかり行っていきたいと思っている。 

 先月26日に開会した市議会定例会の一般質問では、学校での教育活動、教員の働き方、学校

施設、給食の無償化等、様々な学校教育に関することのほか、地域公民館に関することなどに

ついて御質問いただき、それぞれの御質問に関しては、今後の計画等を答弁させていただいた。

また、経済文教委員会では、令和７年度の新年度当初予算を中心に御審査いただき、明日、３

月議会の最終日を迎える。新年度予算など、この機会に議論された点については、４月の定例

会で報告させていただく。 

 今回で10回目を迎える子ども議会についてだが、今週27日木曜日の午後２時に開会される。

10回目の記念企画として、市の施策に子ども議会での提案が採用された経験を持つ中学生２人

（提案当時は小学生）を招き、当時の願いや現在の思いなどを発表していただく。毎回子ども

たちからは大変素晴らしい提案があるので、委員の皆様も御都合がよろしければ、ぜひ御参加

いただきたい。 

 本年度も残すところあと１週間ほどとなった。本日の報告にもあるように、先週19日には、

事務局、教育機関の人事の内示があった。教員人事と合わせて、新年度体制がほぼ決まったの

で、今週１週間については、新年度に向けての準備を万端に行うようお願いしたところである。 

 

＜協議事項＞ 

 協議１号「長野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  佐久間学校教育課長が説明した。 

  ・平成25年12月に国が施行した、「いじめ防止対策推進法」の14条の規定に基づき、長野市

では、「長野市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定して本協議会を設置した。委員

は15人以内で組織され、任務は機関及び団体相互の連絡調整を行い、当該機関及び団体

の連携の推進のために必要な事項を調査及び審議することである。 

 

 丸山教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

 協議２号「長野市いじめ問題調査・解決チームの委嘱について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  佐久間学校教育課長が説明した。 

  ・関係者への働きかけが懸念されるなど、適正な調査に支障をきたす恐れがあることから、

非公開での協議を求めた。 

 

  非公開での協議について丸山教育長が諮ったところ、委員一同により承認された。 

  よって、本件は「その他」終了後、「非公開」で協議することとした。 
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 協議３号「長野市立学校職員服務規程の一部改正について」 

 協議４号「長野市立学校職員の勤務時間等に関する規程及び長野市立学校職員の勤務時間等

に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正について」 

  これら２つについて関連のある事柄であるため、丸山教育長が合わせて事務局に説明を求

めた。 

  佐久間学校教育課長が説明した。 

 

  委 員 始業時刻や終業時刻の範囲の定めはないのか。 

  佐久間学校教育課長 

      運用についての詳細がまだ県からきていないため、現時点で定めてはいない。そ

もそも教員のための制度が発端ではなく、県はまず一般職員への整備を整えてい

るところで、先進自治体の奈良県が行っている状況である。 

  委 員 県や市役所の職員も同様となる予定はあるのか。 

  佐久間学校教育課長 

      本市においては、現時点でその予定はない。 

  丸山教育長 

      新型コロナウイルス感染症流行時には、暫定的に行っていたかと思う。 

  佐久間学校教育課長 

      なるべく密に重なる時間を少なくするため、早番・遅番というような形で行って

いた。 

  委 員 市役所で導入されたら、民間でも希望が出てくるのではないかと思う。 

  丸山教育長 

      最終的に校長先生が授業や子どもに支障があると判断した場合、許可できないこ

ともあるということか。 

  唐木教育次長 

      そのとおりである。お困りの場合は、校長先生方の相談にのってまいりたい。 

 

 丸山教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

 協議５号「長野市立公民館分館長・分館主事の任命について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  藤原家庭・地域学びの課長が説明した。 

  ・分館を設置する公民館においては、必要に応じて分館長・分館主事の職を置くこととし

ていることから、任命を行わない所もある。 

 

 丸山教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

＜一般行政報告＞ 

 報告１号「令和７年度教員人事異動について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  唐木教育次長が説明した。 

  ・県教育委員会から２月28日に人事異動の内申書の提出依頼があり、提出期限が３月７日

であったため、教育委員会を開催する暇がなかったことから、長野市教育委員会事務局
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処務規程第２条第２項の規定に基づき、教育長が専決し、県教育委員会に内申書を提出

したもの 

 

 報告２号「令和７年度事務局・教育機関職員の人事異動について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  前島教育次長が説明した。 

  ・３月18日に市長から教育委員会宛てに事前協議があったことに対し、教育委員会を開催

する暇がなかったことから、長野市教育委員会事務局処務規程第２条第２項の規定に基

づき、教育長が専決し、市長に同意書を提出したもの 

  ・退職する係長級12人の内10人は、定年延長制度により61歳の定年を迎え、退職するもの 

 

 報告３号「路線バスの減便に伴う市立小中学校の児童生徒の通学方法について」 

  丸山教育長が事務局に説明を求めた。 

  佐久間学校教育課長が説明した。 

  ・県道戸隠線を利用し、戸隠神社方面から戸隠小・中学校に通学予定の児童・生徒へは代

替としてスクールバスを手配しているが、定員の関係でスクールバスに乗り切れない児

童については、既に運行しているスクールタクシーを利用していただく。 

  ・中条地区から小川中学校に通学している生徒については、下校時に高府線を利用してい

るが、減便となっても下校が可能。今後、廃止となる場合には、小川村がスクールバス

を運行する予定で、現在、小川村教育委員会と協議中である。 

  ・新町大原橋線と高府線を利用し、七二会地区から信州新町中学校に通学している生徒に

ついては、アルピコタクシーに運行依頼。また裾花中学校に通学している生徒について

は、減便後も通学は可能であるため、今後廃止となる場合には、スクールタクシーを手

配する予定。 

  ・ループ橋経由戸隠線の減便に際しては、城山小学校と西部中学校に通っている53人が影

響を受けるところであり、４月以降、登下校に１便ずつ、全員が乗車できる貸切りのバ

スを運行し、減便の路線バスと合わせて対応していく。12月以降は、登下校ともに専用

のスクールバスを運行する予定。 

 

  委 員 タクシーは業者に依頼するかと思うが、バスの運行についてはどうか。 

  佐久間学校教育課長 

      契約課を通し、業者に依頼している。 

  委 員 タクシーは乗り合って通学するということか。 

  佐久間学校教育課長 

      そのとおりである。１か所に集まり乗るか、距離がある場合は、回ってもらうか

などについては、これから詰めていくところである。 

  委 員 欠席者がいた場合はどうなるのか。 

  佐久間学校教育課長 

      乗せ忘れなどもないよう、保護者にもお願いするとともに、タクシー業者も日々

運転手が代わる可能性もあるので、うまく連絡をとっていきたい。学校において

は、日課の変更等もあるので、担当職員をおき、連絡をしていく。 

  委 員 高校も県教育委員会が同じような対応をせざるを得ない状況となってくるので

はないかと思う。その時に、ある程度一緒にやった方が効率良くできるのではな

いか。 
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  佐久間学校教育課長 

      県立高校については義務教育ではないため、県がどこまで考えているか分からな

い。また、現時点では、どうしていくか、一緒に行うかなどの連絡はない。 

  丸山教育長 

      いずれにしても、今回のバスの減便・廃止については、事前に話がなく急であっ

たため、大変であったと思うが、何とか目星がついて良かった。 

 

＜その他＞ 

○教育委員会の主催、共催及び後援事業について（北島教育次長副任兼総務課長） 

 主催事業０件、共催事業０件、後援事業30件（賞状交付１件） 

 

次回以降の日程確認（北島教育次長副任兼総務課長） 

   ４月定例会 ４月３日（木）午後３時  教育委員会室 

   ５月定例会 ５月７日（水）午後３時  教育委員会室 

 

 先の承認により非公開にて説明した。 

協議２号「長野市いじめ問題調査・解決チームの委嘱について」 

 

丸山教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

 

丸山教育長が閉会を宣した。 
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令和  年  月  日 

 

 

     会議録署名委員 

 

 

         教育長 

 

 

 

         同職務代理者 

 

 

 

         教育委員  

 

 

 

         教育委員 

 

 

 

         教育委員 


